
小型船造船業法

許　 可 届　 出 登録

造船所数 造船所数 造船所

7 13 34 54

（注）
１．　国土交通省資料による
２．　造船法許可造船所は、５００総トン以上又は長さ５０メートル以上の鋼船を製造、修繕することが
できる造船所
３．　小型船造船業登録造船所は、２０総トン以上又は長さ１５メートル以上の鋼船（５００総トン以上又
は長さ５０メートル以上のものを除く。）及び木船を製造、修繕することができる造船所
４．　造船所数合計は、造船法及び小型船造船業法に基づいて、許可、登録、届出されている造船
所の数

近畿運輸局管内造船所数
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